
第３期河川保全利用委員会の委員構成等について

資料６

河川保全利用委員会の委員構成及び委員については、発足時には準備会議を開催し、準備会
委員により委員構成及び委員の推薦が決定されました。
このように、委員構成等については第三者である有識者のご意見を伺った上で河川管理者が

決定してきた経緯があります。
ついては、委員の任期が今年度末で満了することから、来年度以降の委員構成等をどのように

すればよいか、河川管理者から申し出がありましたので、以下の事項についてご審議願いたいと
思います。

（審議事項１）
・委員構成について

→分野と委員数について、現状のままでよいか。

（審議事項２）
・委員候補の推薦について

→推薦方法について、以下の３案を提案します。

案－１

 

河川保全利用委員会とは別に委員候補推薦委員会（仮称）を設置して候補者の検討を
行っていただき、提出していただいた候補者リストを基に、河川管理者が決定する。

案－２

 

河川保全利用委員会に委員候補の検討を付託し、各委員から提出していただいた
候補者リストを基に、河川管理者が決定する。

案－３

 

委員長、副委員長に一任し、提出していただいた候補者リストを基に、河川管理者が
決定する。



【参考

 
河川保全利用委員会（琵琶湖河川事務所）

 
規約の抜粋】

（組織など）
第４条

 
委員会は１５名以内で構成する。

２．委員会の構成については、事務所長が次の各号に掲げる者から委嘱する。
（１）自治体関係者

 
若干名

（２）自然環境に関する学識経験を有する者

 
５名以内

（３）治水・利水に関する学識経験を有する者

 
２名以内

（４）地域特性に詳しい者

 
４名以内

（５）その他、必要と認める者

 
若干名

現在の委員構成は以下のとおりです。（五十音順）
（１）

 
なし

（２）

 
竺委員長、中井委員、西川委員、花田委員、三田村副委員長

 
計５名

（３）

 
藤田委員

 
計１名

（４）

 
川端委員、北田委員、戸田委員

 
計３名

（５）

 
村上委員

 
計１名
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審査対象案件概要説明資料

・野洲川小浜河川公園（守山市）
・野洲川改修記念公園（守山市）
・野洲川川田河川公園（守山市）

琵琶湖河川事務所

資料

 
８
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河川保全利用委員会審査対象案件一覧表

①

② ③

⑧

④

⑤

⑥

⑦

番号 件名 許可受者 場所 番号 件名 許可受者 場所

①
野洲川小浜
河川公園

守山市 右岸 ⑤
野洲川立入河川

公園
守山市 左岸

②
野洲川改修
記念公園

守山市 左岸 ⑥ 野洲川河川公園 野洲市 右岸

③
野洲川川田
河川公園

守山市 左岸 ⑦ 野洲川運動公園 栗東市 左岸

④
野洲川ふれあい

広場
野洲市、守山市

連名
左岸 ⑧

グライダー
訓練場

（財）日本学生航空

 
連盟

右岸
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①野洲川小浜河川公園（守山市）概要とこれまでの経緯

①野洲川小浜河川公園（守山市）

H14.1.29 国近整琵占調占第174号 河川法第20、24、26、27条許可（新規）（～H15.1.29） 17,268.60㎡

H14.5.29 国近整琵占調占第81号 河川法第20、24、26、27条許可（設計変更による） 17,268.60㎡

H15.1.30 国近整琵占調占第150号 河川法第24条許可（～H16.3.31） 17,268.60㎡

H16.3.31 国近整琵占調占第95号 河川法第24条許可（～H18.3.31） 17,268.60㎡

H18.1.16 河川管理者からの意見照会文書を河川保全利用委員会委員長受理

H18.1.20 第9回河川保全利用委員会 河川管理者から申請内容について説明、現地調査

H18.3.3 第10回河川保全利用委員会 申請者から説明、委員会による審議

H18.8.31 意見交換会 申請者からの補足説明、委員会による意見交換

H18.10.3 第11回河川保全利用委員会 委員会による審議

H18.12.5 第12回河川保全利用委員会 意見書（案）の審議

H19.1.18 河川管理者へ意見書提出

H19.3.27 国近整琵占調河占第69号 河川法第24条許可（～H19.3.31) 17,268.60㎡

H19.12.19 国近整琵占調河占第53号 河川法第24、26条許可（～H21.3.31）（精査による工作物数量変更） 17,268.60㎡

地点

 
番号

件名
許可
受者

場所
占用
面積

 
(m2)

占用開始

 
年月日

占用許可期間
（期間満了年度）

主な施設 意見書提出日

①
野洲川小浜

 
河川公園

守山市 守山市小浜町地先 右岸 17,268.60
平成14年
1月29日

平成19年4月1日

 
～平成21年3月31日
（平成20年度末）

多目的広場
緑地広場
坂路

平成19年1月18日

※赤字は河川保全利用委員会関係
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②野洲川改修記念公園（守山市）概要とこれまでの経緯

地点

 
番号

件名
許可
受者

場所
占用
面積

 
(m2)

占用開始

 
年月日

占用許可期間
（期間満了年度）

主な施設 意見書提出日

②
野洲川改修

 
記念公園

守山市 守山市笠原町地先 左岸 23,097.01
昭和63年
7月18日

平成19年4月1日

 
～平成21年3月31日
（平成20年度末）

ゲートボール場
サッカー場

グラウンドゴルフ場
平成19年1月18日

②野洲川改修記念公園（守山市）

S63.7.18 建近琵占調占第42号 河川法第24、26、27条許可（新規）（～S66.6.30） 7,515.10㎡

H63.10.24 建近琵占調占第97号 河川法第26条許可（物置、便所設置） 7,515.10㎡

H8.1.19 建近琵占調占第96号 河川法第24、26条許可（～H13.3.31）（サッカー場新設） 18,746.76㎡

H9.1.14 建近琵占調占第83号 河川法第24、26条許可（グラウンドゴルフ場新設） 23,097.01㎡

H13.6.11 国近整琵占調占第42号 河川法第24条許可（～H18.3.31） 23,097.01㎡

H18.1.16 河川管理者からの意見照会文書を河川保全利用委員会委員長受理

H18.1.20 第9回河川保全利用委員会 河川管理者から申請内容について説明、現地調査

H18.3.3 第10回河川保全利用委員会 申請者から説明、委員会による審議

H18.8.31 意見交換会 申請者からの補足説明、委員会による意見交換

H18.10.3 第11回河川保全利用委員会 委員会による審議

H18.12.5 第12回河川保全利用委員会 意見書（案）の審議

H19.1.18 河川管理者へ意見書提出

H19.3.27 国近整琵占調河占第67号 河川法第24条許可（～H19.3.31) 23,097.01㎡

H19.12.19 国近整琵占調河占第54号 河川法第24条許可（～H21.3.31） 23,097.01㎡

※赤字は河川保全利用委員会関係
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③野洲川川田河川公園（守山市）概要とこれまでの経緯

地点

 
番号

件名
許可
受者

場所
占用面積

 
(m2)

占用開始

 
年月日

占用許可期間
（期間満了年度）

主な施設 意見書提出日

③
野洲川川田

 
河川公園

守山市 守山市川田町地先 左岸 34,152.40
平成14年
3月27日

平成19年4月1日

 
～平成21年3月31日
（平成20年度末）

多目的広場
緑地広場

グラウンドゴルフ場
坂路

管理道路

平成19年1月18日

③野洲川川田河川公園（守山市）

H14.3.27 国近整琵占調占第206号 河川法第20、24、26、27条許可（新規）（～H15.3.26） 34,152.40㎡

H15.1.8 国近整琵占調占第151号 河川法第20、26、27条許可（工期延期）

H15.3.11 国近整琵占調占第174号 河川法第24条許可（～H16.3.31） 34,152.40㎡

H16.12.21 15国近整琵占調占第96号 河川法第24条許可（～H18.3.31） 34,152.40㎡

H18.1.16 河川管理者からの意見照会文書を河川保全利用委員会委員長受理

H18.1.20 第9回河川保全利用委員会 河川管理者から申請内容について説明、現地調査

H18.3.3 第10回河川保全利用委員会 申請者から説明、委員会による審議

H18.8.31 意見交換会 申請者からの補足説明、委員会による意見交換

H18.10.3 第11回河川保全利用委員会 委員会による審議

H18.12.5 第12回河川保全利用委員会 意見書（案）の審議

H19.1.18 河川管理者へ意見書提出

H19.3.27 国近整琵占調河占第68号 河川法第24条許可（～H19.3.31) 34,152.40㎡

H19.12.19 国近整琵占調河占第52号 河川法第24、26条許可（～H21.3.31）（精査による工作物数量変更） 34,152.40㎡

※赤字は河川保全利用委員会関係
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各公園の利用状況及び特記事項（１）

１．利用状況

２．利用者数

野洲川小浜河川公園・・・年間１，８００人程度（公園入口ゲートの開閉状況から、月約１５０名
程度と推定。その他、自由使用による利用者は多数おられると思わ
れます。）

野洲川改修記念公園・・・年間１２，０００人程度
野洲川川田河川公園・・・年間４，５００人程度（駐車車両数より推定。１台当たり１名で計算）

野洲川小浜河川公園→地元の中州学区住民の憩いとやすらぎの場としての利用の他、
地元小学校などの自然観察学習やカヌー、釣りの利用があります。

野洲川改修記念公園→野洲川改修の歴史を学習する場としての利用の他、ゲートボール
などのスポーツを通して守山市民の交流の場として利用されてい
ます。

野洲川川田河川公園→地元の河西学区住民の憩いとやすらぎの場としての利用の他、
地元小学校の遠足や守山市内の団体によるグラウンドゴルフ大会
の開催による交流の場として利用されています。
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各公園の利用状況及び特記事項（２）

３．公園を利用した親水的利用状況

５．治水・利水上の問題点

問題なし

野洲川小浜河川公園
→第２回野洲川まつり（Ｈ２０．１０．１８開催）
公園より漁船に乗船し、野洲川河口部の広大な自然空間、
自然環境にふれあい、地元漁協による伝統的な漁法を見学
されました。また、下船後は公園にて伝統食を楽しまれました。
参加者数・・・約１００名

野洲川川田河川公園
→河西幼稚園親子ふれあい土手すべり（Ｈ２０．１０．１８開催）
地元の河西幼稚園が親子のふれあいと、河川空間への親しみ
を目的に開催されました。
参加者数・・・約１００名

４．その他の利用
野洲川改修記念公園では、地域振興を目的に、
ＪＡ祭りが開催されています。



資料９　今後のスケジュールについて

今後のスケジュールについて（平成20年度～平成21年度）

平成20年度 平成21年度
委員会回数 第21回 第22回 第23回 第24回 作業会 第25回 第26回 第27回 作業会 第28回

審議内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

河川敷利用の
基本理念・基本方針 公表

河川敷地占用許可
申請・審査の手引き 公表

野洲川小浜河川公園
（守山市）　更新

意見書

諮問 提出

野洲川小浜河川公園
（守山市）　報告

○

報告

野洲川川田河川公園
（守山市）　更新

意見書

諮問 提出

野洲川川田河川公園
（守山市）　報告

○

報告

野洲川改修記念公園
（守山市）　更新

意見書

諮問 提出

野洲川改修記念公園
（守山市）　報告

○

報告

野洲川ふれあい
広場（野洲市・守山市）

申請説明書 意見書

作成依頼・受領 諮問 提出

※野洲川ふれあい広場（野洲市・守山市が連名で許可受け）の占用許可期限は平成21年9月30日までとなっています。
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